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厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
一
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号

）
第
三
十
一
条
の
三
十
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
一
条
の
三
十
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
三
種
病
原
体
等
及
び
四
種
病
原
体
等
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
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二
十
五
年
八
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九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
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憲
久

第
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２

規
則
第

31
条
の

30
第
３
項
及
び
第
４
項
並
び
に
第

31
条
の

34
第
４
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
四
種
病
原

体
等
は

、次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。

１
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス

（血
清
亜
型
が
Ｈ
５
Ｎ
１
又
は
Ｈ
７
Ｎ
７

で
あ
る
も
の
に
限
る

。

）で
あ
っ
て

、以
下
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

(1
)
４
週
齢
か
ら
８
週
齢
の
ニ
ワ
ト
リ
に
静
脈
注
射
し
た
際
の
死
亡
率
が

75
％
よ
り
低
い
こ
と

(2
)
６
週
齢
の
ニ
ワ
ト
リ
に
お
け
る
静
脈
内
接
種
病
原
性
指
数

（Ｉ
Ｖ
Ｐ
Ｉ

）が
1.
2
以
下
で
あ
る
こ
と

(3
)
Ｈ
Ａ
蛋
白
の
開
裂
部
位
に
こ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ
た
強
毒
型
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
と
類
似
の

塩
基
性
ア
ミ
ノ
酸
の
連
続
配
列
が
な
い
こ
と
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